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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   令和４年９月２０日（火） 

開会   ９時３０分 

    閉会  １０時１９分 

          

２ 場 所 

   教育委員室 

 

３ 出席者及び欠席委員の氏名 

出席委員 木平芳定教育長、大森達也委員、北野誕水委員、栗須百合香委員 

   欠席委員 冨樫健二委員 

    

４ 出席職員  

教育長 木平芳定（再掲）、副教育長 上村和弘 

次長（教職員担当）佐藤史紀、次長（学校教育担当）井ノ口誠充、 

次長（育成支援・社会教育担当）中川実、次長（研修担当）水野和久 

教育総務課 課長 森岡賢治、班長兼企画員 米澤道隆、 

課長補佐兼班長 小林広明 

教職員課  課長 野口慎次、班長 若宮一哉、主幹兼係長 松村敏明、 

      主査 柳良容 

生徒指導課 課長 萬井洋、班長 山本勇人、子ども安全対策監 尾崎充 

保健体育課 課長 奥田隆行、充指導主事 南亘、充指導主事 天白喜啓 

  社会教育・文化財保護課 課長 天野長志、課長補佐兼班長 野村太郎、 

              主査 植村一弘、主事 丸山瑞季 

   

５ 議題件名及び採択の結果 

        件  名                   審議結果 

議案第４０号 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則 

       の一部を改正する規則案             原案可決 

 

６ 報告題件名 

 

   報告１    令和４年度全国高等学校総合体育大会等の結果 

          について 

 

   報告２    令和４年度三重県中学校総合体育大会の結果に 

          ついて 
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   報告３    第４４回東海中学校総合体育大会の結果につい 

          て 

 

   報告４    令和４年度全国中学校体育大会の結果について 

 

   報告５    指定管理者が行う公の施設の管理状況について 

 

   報告６    指定管理者選定の進捗状況について 

 

   報告７    三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命に 

ついて 

 

   報告８    公文書の管理の状況について 

 

７ 審議の概要   

 

・開会宣言   

  木平芳定教育長が開会を宣告する。 

    

・会議成立の確認 

５名中４名の委員の出席により会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（９月６日開催）の審議結果の確認 

  前回定例会の審議結果の内容を確認し、全委員が了承する。 

     

・議事録署名者の指名 

大森委員を指名し、指名を了承する。  

 

・会議の公開・非公開の別及び進行の確認 

報告５及び報告６は県議会へ提出前のため、非公開とすることを決定する。 

会議の進行は、公開の議案第４０号を審議し、公開の報告１から４及び報告７から８

の報告を受けた後、非公開の報告５から６の報告を受ける順番とすることを決定する。 

 

・審議事項 

議案第４０号 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案

（公開） 

（野口教職員課長説明） 

議案第４０号 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

案 
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公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案について、別 

紙のとおり提案する。 

 令和４年９月２０日提出 三重県教育委員会教育長 

提案理由 

公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案については、 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条第１項及び三重県教育委員会権限委 

任規則第１条第１０号の規定により教育委員会の議決を要する。 

これが、この議案を提出する理由である。 

次のページをおめくりください。１ページから５ページに改正案の新旧対照表を付け 

ております。改正内容については、資料６ページの要綱をご覧ください。 

まず「１ 改正理由」です。妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援を進めるため、育児 

参加休暇の対象期間を拡大するとともに、地方公務員法の一部改正に伴う定年引き上げ 

に鑑み、所要の改正等を行うものです。 

次に「２ 改正内容」です。育児参加休暇の対象期間を「出産の日後８週間」から「出 

産の日以後１年間」に拡大するとともに、引用法律条番号の修正など所要の改正を行い 

ます。具体的な修正箇所ですが、４ページをご覧ください。真ん中あたりに第１２条があ 

りまして、その第１３号が育児参加休暇の改正箇所となっております。下段の「後８週 

間」を上段の「以後１年」と改正します。その他の改正は、定年引き上げによる地方公 

務員法の一部改正による引用法律の条番号や文言の形式的修正などを行っています。 

要綱にお戻りください。最後に「３ 施行期日」です。育児参加休暇の改正について 

は、令和４年１０月１日で、それ以外の改正については、令和５年４月１日となっており 

ます。説明は以上です。 

 

【質疑】 

教育長 

議案第４０号はいかがでしょうか。 

 

大森委員 

 男性教職員の方が育児に参加できるように法律改正するものだと思うんですけど、現 

状今どれぐらいの男性教職員が育児休暇を取得できているのか。 

 

野口課長 

 小中と県立を合わせて取得対象者の４５％の方が育児参加休暇を取得しております。 

 

大森委員 

 この規則改正によってさらにそれを高めていくと。 

 

野口課長 

 そうですね。これは８週間のところが１年間に延びるわけですので、家庭の事情に応 

じてより取得できるようになると思います。 
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大森委員 

 さらにそういうふうに進めば良いと思います。 

 

【採択】 

－全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。－ 

 

・報告事項 

報告１ 令和４年度全国高等学校総合体育大会等の結果について（公開） 

（奥田保健体育課長説明） 

報告１ 令和４年度全国高等学校総合体育大会等の結果について 

令和４年度全国高等学校総合体育大会等の結果について、別紙のとおり報告する。 

令和４年９月２０日提出 三重県教育委員会事務局保健体育課長 

１ページをご覧ください。令和４年度全国高等学校総合体育大会は７月２３日から８

月２３日にかけ徳島県、香川県、愛媛県、高知県及び和歌山県で開催され、本県からは５

５３名の選手と１６７名の役員や監督の合計７２０名が参加しました。 

総合開会式につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、入場定員の５

０％以下にするなどの制限もありましたが、３年ぶりに観客を入れての実施となりまし

た。それでは、主な競技結果について報告させていただきます。 

団体種目については、今年度は優勝校を輩出することはできませんでしたが、入賞数

は昨年度の９種目を１種目上回る１０種目となりました。 

続きまして２ページと３ページをご覧ください。ここには個人種目の結果を掲載して

おります。個人種目については、ソフトテニス競技で三重高等学校の馬渕選手・竹田選

手、ウエイトリフティング競技で亀山高等学校の松田選手、レスリング競技でいなべ総

合学園高等学校の神谷選手が優勝を果たしました。 

令和４年度全国高等学校総合体育大会における団体種目と個人種目の入賞総計は６２

競技種目であり、２０１８年の三重インターハイの開催年の入賞数５３競技種目や、昨

年の三重とこわか国体開催年の入賞者数５０競技種目よりも多く、平成１９年度の調査

以降で過去最高の入賞者数となりました。 

続きまして４ページをご覧ください。令和４年度全国高等学校定時制通信制体育大会

は、７月２５日から８月２４日まで東京を中心として開催されました。主な入賞者につ

いて報告させていただきます。団体種目については、ソフトテニス競技女子の出場した

徳風高等学校とみえ夢学園高等学校の合同チーム、卓球競技女子に出場した向陽台高等

学校が５位入賞を果たしました。個人種目については、ソフトテニス競技男子でみえ夢

学園高等学校の竹尾選手、戸田選手が５位入賞を果たしました。 

なお、本県選手の怪我や熱中症などによる救急搬送の報告はありませんでしたが、新

型コロナウイルスへの感染症により出場を予定しているところ辞退を余儀なくされた選

手もいました。 

最後になりましたが、令和４年度全国高等学校総合体育大会の結果を優勝者の方々に

９月２９日木曜日に知事に報告していただくことになっております。以上で報告を終わ
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ります。 

 

【質疑】 

教育長 

 報告１はいかがでしょうか。 

 

－全委員が本報告を了承する。－ 

 

・報告事項 

報告２ 令和４年度三重県中学校総合体育大会の結果について（公開） 

報告３ 第４４回東海中学校総合体育大会の結果について（公開） 

報告４ 令和４年度全国中学校体育大会の結果について（公開） 

 

 報告２から報告４は、中学校部活動の体育大会における結果に関するものであるため 

一括して報告することを決定する。 

 

（奥田保健体育課長説明） 

報告２ 令和４年度三重県中学校総合体育大会の結果について 

令和４年度三重県中学校総合体育大会の結果について、別紙のとおり報告する。 

令和４年９月２０日提出 三重県教育委員会事務局保健体育課長 

資料１ページをご覧ください。令和４年度三重県中学校総合体育大会は、一部の種目

を除き、７月２６日から７月３１日にかけて県内各地において開催されました。 

資料の２ページに団体競技の上位入賞校一覧を、また３ページから４ページにかけて

個人の上位入賞者の一覧を掲載させていただきました。観客については施設の関係で１

競技は無観客でしたが、その他の競技は人数制限があったものの有観客で実施すること

ができました。この大会結果等により上位入賞の団体個人が東海大会に出場いたしまし

た。 

また柔道、剣道、相撲、水泳の４競技につきましては、この結果で全国大会へ出場しま

した。 

 

（奥田保健体育課長説明） 

報告３ 第４４回東海中学校総合体育大会の結果について 

第４４回東海中学校総合体育大会の結果について、別紙のとおり報告する。 

令和４年９月２０日提出 三重県教育委員会事務局保健体育課長 

資料１ページをご覧ください。第４４回東海中学校総合体育大会は、８月５日から８

月１０日に東海４県各地において開催され、本県からは１６競技に約１２００人の選手

が大会に参加しました。東海大会はこれまで東海４県で持ち回り開催でしたが、昨年度

から東海４県でそれぞれ４競技を開催することになりました。本大会ではソフトテニス、

バスケットボール、体操競技、新体操競技が三重県で開催されております。 

結果につきましては、団体の部を１ページに、個人の部の上位入賞者一覧を２ページ
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に掲載させていただきました。団体の部では、バスケットボールで四日市メリノール学

院が男女とも優勝しました。団体の部での３位以内の上位入賞校は、１６競技で１９校

という結果になりました。個人の部では、陸上競技や柔道での入賞者数が多く、４競技の

８種別で優勝するなど、延べ４２名が３位以内の上位入賞を果たしました。 

東海大会の結果により全国大会への出場権を獲得する団体も多数ありました。 

 

（奥田保健体育課長説明） 

報告４ 令和４年度全国中学校体育大会の結果について 

令和４年度全国中学校体育大会の結果について、別紙のとおり報告する。 

令和４年９月２０日提出 三重県教育委員会事務局保健体育課長 

資料の１ページをご覧ください。令和４年度全国中学校体育大会は、８月１８日から

８月２１日にかけて北海道・東北ブロックの各県において開催され、三重県から約２２

０人の選手が大会に参加しました。 

結果につきまして、三重県勢はご覧のように団体の部で、東海大会と同様にバスケッ

トボールの種目で四日市メリノール学院が男女とも優勝を果たしております。個人の部

では、陸上競技において、伊勢市立小俣中学校が４×１００ｍリレーで見事優勝を果たし

ております。その他５競技で延べ１２名の選手が８位以内の入賞を果たしています。 

各競技におきまして、全国大会という大舞台でそれぞれの持てる力を十分に発揮し、

素晴らしい成績を収めていただきました。以上で中学校に係る体育大会の結果の報告を

終わります。 

 

【質疑】 

教育長 

 報告２から報告４はいかがでしょうか。 

 

大森委員 

 いわゆる教員の働き方改革で、指導者を地域の方にって話があるじゃないですか。こ

の今回の結果を見せてもらうと、意外と地元のスポーツクラブにずっといた子がいるの

かなと思ったりしてて、水泳競技とかで中学校から始めていきなり全中で優勝するのか

なとも思うんですけども、メリノールの女子バスケはテレビでドキュメンタリーをされ

るくらいの監督なので分かりますけど、それ以外で見ると地元のスポーツクラブといい

ますか、スイミングクラブや柔道クラブにおったりする子たちが、中学校の名前で活躍

してるっていうイメージを持つんですけどその辺はどうなのか。 

逆にそういうことがあるのであれば、中学校の先生の指導も大事やけど、地域の方々

のスポーツの指導を得ることによって、これからさらにクラブ活動ができるっていうふ

うに見えるんですけど、その辺はどうなんですか。 

 

奥田課長 

 確かに水泳競技であったりしますと、アサヒスイミングクラブであったり、さまざな

ところがあるんですが、この大会については中学校の代表として出てきますので、高校
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においても同様のことですが、学校の顧問もしくは担任の先生が引率で出てくるという

ような学校になくても、地域のクラブの者が学校代表としていくようなことがあるのは

事実です。 

 

大森委員 

 体操とかを見せてもらうと、新しくできたスポーツクラブの子なのかなと思ったりし

たんですけど。 

 

奥田課長 

 ただ誰しもが民間のクラブに所属しているわけでもありませんので、中学校でしか運

動部活動をやっていない子もたくさんいますので、そこが広がるのがいいのかなと個人

的には思っているところです。 

 

－全委員が本報告を了承する。－ 

 

・報告事項 

報告７ 三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について（公開） 

（萬井生徒指導課長説明） 

報告７ 三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について 

三重県いじめ問題対策連絡協議会委員の任命について、別紙のとおり報告する。 

令和４年９月２０日提出 三重県教育委員会事務局生徒指導課長 

（尾崎子ども安全対策監説明） 

１ページをご覧ください。三重県いじめ問題対策連絡協議会は、いじめの防止等に関

係する機関及び団体の連携を図ることなどを目的として、条例により設置しているもの

です。今回、委員の任命について報告します。 

１ページの本協議会の設置条例をご覧ください。第３条では、委員は１５人以内、第４

条の第２項で委員の任期は１年となっております。 

２ページをご覧ください。表にございますように、委員１４人中再任は９名、新規は５

名。三重県臨床心理士会から橋本景子様、三重県立学校長会から宇治山田高等学校の井

上珠美校長、三重県警察から濱口裕史課長、三重県子ども・福祉部から西崎水泉次長、教

育委員会事務局の学校教育担当次長から井ノ口誠充次長に新規に任命を行います。 

なお、１４人中の男女構成比でございますけれども、男性委員が９名、女性委員が５名

と、本年度２名増えました。目標とする４割には達しておりませんけれども、均衡を図る

よう努めております。 

それから、任期につきましては、令和４年１０月１日から令和５年９月３０日の１年

間で任命をしたいと考えております。説明は以上でございます。 

 

【質疑】 

教育長 

 報告７はいかがでしょうか。 
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北野委員 

 このいじめ問題対策連絡協議会というのは私学の中学生や高校生のいじめについてあ 

まり報道もされないし、聞く機会がないんですけど、学校で対処できなかった時に教育 

委員会の方でされてるのかなと思ったら、環境生活部でされていると聞いたんですけど、 

今回この協議会の名簿の中に私学の先生が１人入ってらっしゃるんですけれども、その 

環境生活部の私学担当の方っていうのはこちらの会議には参加されないのですか。 

 

井ノ口次長 

 よく似た会が２つありまして、これは三重県いじめ問題対策連絡協議会ということで、 

色々な関係機関が集まって今のいじめの現状であるとか防止について対応策を協議する 

という場になっております。おっしゃっていただいたのは、具体のいじめの事案があっ 

た時の対応のことと思うんですけども、それは県立学校の場合は、三重県いじめ対策審 

議会というものが審議をすることになっておりまして、私学において同様のことがある 

場合は、学校の設置者が法人になりますのでそちらでやってもらうことになると思いま 

す。 

 

北野委員 

 そうすると私学の学校でいじめ等の問題があった時には、校内だけで対策等を進めて 

いくということなんですか。県立高校だと、もし学校内で対処できない場合には、保護者 

の方が教育委員会に相談させてもらうことができると思うんですけども、私学の場合は、 

そういう相談させていただく場所がないっていうことですか。 

 

井ノ口次長 

 まず、一義的には設置者というところで学校それから設置者の法人になろうかと思い 

ますけども、それらを取りまとめているところが環境生活部の私学課というところにな 

りますので、そちらにも問い合わせしてもらうことになろうかと思います。もちろん、県 

立や私学を問わずに、教育委員会の方に問い合わせがあった場合には、教育委員会とそ 

の私学課と連携して、情報共有はしっかりとしているところでございますが、一義的に 

は学校の設置者になろうかと思いますので、県立と私立との扱いについて、システムが 

違うところがあるんですけども、もし県教委の方に問い合わせがあった場合にはしっか 

りと私学課を通して、情報共有等しているところでございます。 

 

尾崎子ども対策監 

 基本的にはいじめ防止対策推進法であるとか国のガイドラインに基づいて対応するっ 

ていうのは、私学も同じでございます。ですので私共に報告や相談がありましたら、次長 

が申し上げましたように、私学課の方に共有するという形をとりますけれども、早期に 

対応できるような体制をとっていきたいというふうに考えています。 

 

大森委員 
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 だとすれば、このいじめ問題対策連絡協議会っていうのは、いわゆる防止啓発を、三重 

の子どもたちのいじめを無くそうという防止啓発の協議会ですよね。 

 

井ノ口次長 

 はい。そうです。 

 

大森委員 

 そうすれば、さっき北野委員が言われたように、三重の子どもっていうのは私学とか 

公立関係なく見ていかないといけないとすれば、このメンバーを見せてもらうと、私学 

関係者っていうのは１名ということになるんですかね。このメンバーはほぼ公立学校、 

いわゆる公教育の方のメンバーが多くて、私学がこれで防止啓発に対応できているのか。 

先ほど次長が言われたように、起こった場合はもうそれぞれの学校法人だから、環境生 

活部の私学課の方で管理や監督をして、例えば、いじめのチェックリストができてるか 

とかそういうものは私学課の方でしてもらってるっていうことですか。 

 

井ノ口次長 

 そこはそういうふうな整理をしております。 

 

大森委員 

 なので、例えば県が私立学校に監査等で入った時には、私学課がその学校法人として 

のいじめハラスメント対策ができているかどうかチェックをされていると。教育委員会 

は公教育なので関係無くて、私立教育については私学課がそういう対応でそういう調査 

をしているということですか。話を聞いてるとそういうふうなイメージがあるんですけ 

ども。 

 

井ノ口次長 

 私学課の詳しいところまではちょっと分からないんですけれども、県教委としての取 

組については、しっかりと私学課とも共有しておりますので、条例や指針というのは、公 

私関係なく三重県全体のものでございますので、しっかり共有をして、そこの末端まで 

どのようにやってるかっていう確認までは、教育委員会ではしておりませんけども、情 

報共有はしております。 

 

大森委員 

 いじめが県立学校で起きた場合、あるいは公立学校で起きた場合には全て発表される 

が、私学の場合はそれがなく、学校法人の判断ですから、そういうところでどういうふう 

な対応があったのかっていう趣旨の質問なんですが。もうそれは公私が違うので、私学 

課の方で対応しているということでいいんですかね。 

 

教育長 

 大きな法律上の整理としては、私学とか大学に関することは、法律上で知事が所管す 



 

10 

 

るってことになっています。秋田県や大阪府のように、条例作って私学も教育委員会が 

所管してるところも一部はありますが、三重県では私学について、環境生活部が条例上 

所管しております。それで、重大事態がもし私学において生じた場合は、学校においてき 

ちんと対応するんですけれども、環境生活部の方に法律上報告があったり、いじめ防止 

推進法の規定に則って、私学が何も県の関与がなされないということがないように法律 

上の枠組みもなされています。 

一方で私学課と教育委員会では体制が違うこともありますので、教育委員会の取組と 

かについては私学課にきちんと共有して、それぞれの私学の方にも届くようにもしてま 

すし、場合によっては研修とかをやる時には、公立学校だけじゃなくて私学の方にも案 

内をさせていただくというようなことも、三重県のいじめ防止条例の中にも連携してい 

くということを書かせていただいておりますので、おっしゃった趣旨をふまえて、より 

適切になるようにやっていきたい。 

 

－全委員が本報告を了承する。－ 

 

・報告事項 

報告８ 公文書の管理の状況について（公開） 

（森岡教育総務課長説明） 

報告８ 公文書の管理の状況について 

公文書の管理の状況について、別紙のとおり報告する。 

令和４年９月２０日提出 三重県教育委員会事務局教育総務課長 

１ページをご覧ください。公文書の管理につきましては、令和２年４月１日施行の三

重県公文書等管理条例で、保存期間が満了した公文書ファイル等を廃棄しようとする時

は、歴史公文書等に該当するか否かについて、三重県公文書等管理審査会の意見を聴か

なければならないことが規定されました。 

２番ですが、教育委員会における令和２年度の公文書の管理の状況として、令和２年

度に作成した公文書ファイル等は、11,660 件で、保存期間が満了した公文書ファイル等

は 6,495 件でした。 

令和２年度に発生した公文書ファイル等の誤廃棄については、文書管理に対する習熟

度の不足、所属内の周知・徹底が不十分であったことから、保存期間満了後、審査会の意

見聴取前に誤廃棄したものであり、全部で 479 件、15 所属でした。なお、県においては、

教育委員会の関係分も含めた県全体の公文書の管理状況を、令和４年６月３０日に公表

しています。 

（１）の表は、公文書ファイル等の作成の状況で、11,660 件の保存期間別の内訳でご

ざいます。なお、米印の２つ目でございますけども、県全体の総数は 58,289 件でした。 

（２）の表は、保存期間が満了した公文書ファイル等の廃棄・移管等の状況で、6,495

件の内訳でございます。廃棄が 6,420 件です。移管というのは、歴史公文書等に該当し、

県総合博物館に移管したものでございます。保存期間延長が 60 件となっておりまして、

県全体の公文書ファイル等の総数は 43,092 件でございます。 

２ページをご覧ください。（３）公文書ファイル等の誤廃棄等の状況としましては、誤
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廃棄が 479 件で紛失・毀損等はございませんでした。 

県全体の総数は 680 件、24 所属でして、全体に占める教育委員会の割合が高く、再発

防止等の一層の取組が必要となっているところです。公文書の誤廃棄に対する再発防止

の取組といたしまして、７月２２日付けで公文書の適正管理について注意喚起の通知を

発出するとともに、所属長と職員との中間面談の中で、コンプライアンスミーティング

を実施し、誤廃棄等の再発防止のための注意喚起、話し合いを行っているところです。 

県立学校に対しましては、９月９日の県立学校長会議において、副総括文書管理者で

ある教育総務課長から、文書管理者である学校長に対しまして、公文書の廃棄にあたっ

ては、保存期間満了後、直ちに廃棄を行わずに、審査会を経た後に廃棄予定公文書ファイ

ル等一覧を受理し確認した後に、文書管理担当者である事務長と職員が確実に確認を行

った上で廃棄を行うなど、改めて公文書管理の重要性、条例の内容と必要な手続き及び

再発防止の取組について周知・徹底を行ったところです。報告は以上です。 

 

【質疑】 

教育長 

 報告８はいかがでしょうか。 

 

－全委員が本報告を了承する。－ 

 

・報告事項 

報告５ 指定管理者が行う公の施設の管理状況について（非公開） 

天野社会教育・文化財保護課長が説明し、全委員が本報告を了承する。 

 

・報告事項 

報告６ 指定管理者選定の進捗状況について（非公開） 

天野社会教育・文化財保護課長が説明し、全委員が本報告を了承する。 

 

・閉会宣言 

 


